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４ページ、７～１７行
「計画の位置付け」

　福島県犯罪被害者等支援計画改定（案）の
策定にあたっては、４頁７～１７行を全体削
除するか、少なくとも４頁１４～１７行のロ
ゴマーク部分を削除すべきです。
　理由は以下のとおりです。
　令和５年１２月１９日付け「持続可能な開
発目標（SDGs)実施指針」には、本案に記載
されている「地方自治体の各種計画や戦略、
方針の策定・改定に当たってSDGsの要素を最
大限反映することが奨励される」といった直
接的な記述は確認できません。このため、本
案の該当部分は県独自の解釈を加えたものと
見られます。
　犯罪被害者等支援計画は、その本旨が犯罪
被害者や遺族等への支援であり、政治的・社
会的イデオロギーから独立して策定されるべ
きものです。しかし、当該部分を本案に掲載
することにより、犯罪被害者支援とは直接関
係しない理念・イデオロギーが混入してしま
います。
　このことは、計画の中立性を損ね、議論の
不必要な対立を招くおそれがあるため、ふさ
わしくない記述であると考えます。
　以上の理由から、当該箇所の削除を要望い
たします。

　御意見ありがとうございます。
　国が策定した「持続可能な開発目標
（SDGs）実施指針」において、「地方自治体
の様々な計画にSDGsの要素を反映すること」
を期待するとされています。
　また、県の最上位計画である総合計画にお
いては、SDGｓの理念を踏まえながら各種施
策を推進することとしており、原案のとおり
とします。
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